
違法伐採対策推進国際セミナー実行委員会 

の議事概要について 

 

 

１ 日 時  平成 18 年 12 月 11 日（月） 13:00～14:30 

 

２ 場 所  霞山会館「うめ」の間 

（千代田区：霞山ビル９階） 

３ 議事次第 

（１）国際セミナーの概要 

（２）基調講演者及び招待講演者の人選 

（３）報告討議の論点等 

（４）その他 

資料１ 違法伐採対策推進国際セミナー実行委員会名簿 
資料２ 違法伐採対策推進国際セミナー2007in 東京 実施計画案 

資料３ 基調講演者及び招待講演者の人選の経緯及び基準（案） 
資料４ 違法伐採対策推進国際セミナー2007in東京における報告と討議の論

点（案） 
資料 5 違法伐採対策推進国際セミナー準備スケジュール（案）、違法伐採対

策推進国際セミナー準備体制（案） 

４ 議事概要 

（１）国際セミナーの概要について 

事務局から資料２により違法伐採対策推進国際セミナー2007in 東京 実

施計画案についての説明があり、次の質疑応答がありました。 
① 国際セミナーの主な内容はどのようなものを考えているか。 

事務局：輸出国側に対し林野庁ガイドラインの証明方法に関する具体

的な実施状況を説明してもらい、日本の取組を進めるにあたって参考と

なる情報を提供してもらうもの。証明書についてのイメージをもっても

らうもの。 
② セミナーの名称について「違法伐採対策推進国際セミナー」を「違法

伐採総合対策推進国際セミナー」としなかった理由について 
事務局：「総合」を削除したのは違法伐採対策について総合的な議論を

するセミナーでないため。 
③ 資料２実施計画案の国際セミナー進行案の講演者の発表時間30分間は

短すぎるのではないか。資料５の講演者の報告項目が多すぎるのではな

いか。 
事務局：講演者数が未定であるので、講演者数が決定した後調整した

い。海外講演者数が減れば 45 分程度としたい。講演者とは報告内容につ

いて十分事前打合せをしたい。 
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（２）基調講演者及び招待講演者の人選について 
事務局から資料３により基調講演者及び招待講演者の人選の経緯及び基準

（案）について説明があり、次の質疑応答がありました。 
① 人選はどのように進めているか。 

事務局：11 月６日開催の ITTO 理事会の各国代表及び林野庁等に推薦を

依頼し、業界及び政府職員を推薦してもらうこととしている。本委員か

らの推薦もお願いしたい。 

② 重要な国には積極的に働きかけた方がよい。本制度が初期段階にある

ので、政府職員よりも業界者に該当国の取組状況を報告してもらった方

がよい。 

  事務局：地域にもよるが、日本への輸出に努力している国の取組の現

状を報告してもらう。 

③ 資料２の輸出国に先進国、途上国とあるが、違法伐採の面からの分け

方か。   

事務局：熱帯、温帯といった分け方もある。個別の国名がわかる分け

方を考えたい。 

④ 日本側の人選はどうか。輸入材の取扱業者はどうか。 

事務局：最も取組の進んでいる木材表示推進協議会から国産材の証明

方法の現状を報告してもらいたいと考えている。輸入業者は分別管理が

主体であるので、ポスターセッションで報告してもらう方がよい。 

⑤ 日本の取組の現状について、A「日本の政府調達とガイドラインの報告」

とＣ「日本国内の取組」との仕分けはどうか。 

事務局：制度や仕組等の基調となる話題は A で行い、現実に行われて

いる証明方法の現状、そのＰＲはＣで報告してもらうこととしたいが、

人選の状況を見ながら、今回の意見を踏まえて決めたい。 

（３）報告討議の論点等 

事務局から資料４により違法伐採対策推進国際セミナー2007in 東京にお

ける報告と討議の論点（案）について説明が行われ、次の質疑応答があり

ました。 
① 資料４報告と討議の論点（案）の（１） 当該地域の森林経営と日本の調達

政策に対する対応の後半部分は内容が重すぎるので、（３）に含めた方

がよいのではないか。 

事務局：（２） 日本のガイドラインと当該地域発行の証明書との関係が主体と

なる。（１）の後半部分 及び（３） はパネルディスカッションでやってもらうのがよ

いと考えている。 

② 日本の調達政策について様々な報告事項を提示しているが、輸出国は

日本以外にも輸出しているので、対応が難しいのではないか。 

事務局：日本向けに輸出する際の証明方法ついて報告してもらう予定

であるが、人選が決まってから、委員会の意見を踏まえてシナリオを見

直したい。 
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（４）その他 

 事務局から資料５により違法伐採対策推進国際セミナー準備スケジュー

ル（案）、違法伐採対策推進国際セミナー準備体制（案）の説明がありまし

た。 
また、実行委員のうちの学識経験者に国別のコメンテーターなど報告討

議に関する技術的なアドバイスを戴く「技術支援委員」をお願いすること

にしました。 
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